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平和都市宣言                              昭和 33年 8月 10 日  鎌倉市 

 

 

 

われわれは、日本国憲法を貫く平和精神に基いて、核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、全

世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

 

  

 

 

鎌倉市民憲章                                  制定 昭和 48年 11 月 3 日 

 

 

前 文 

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、わたくしたち市民のふる

さとです。 

すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、平和を信条とし、世界の国々との友好に努め

るとともに、わたくしたちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展することを願い、

ここに市民憲章を定めます。 

 

本 文 

１ わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、住民自治を確立します。 

１ わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・文化・福祉の充実に努め

ます。 

１ わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任をもってこれを後世

に伝えます。 

１ わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまちづくりに努めます。 

１ わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に良識と善意をもって接し

ます。 

 

 

市の木市の花                                                          制定 昭和 50年 10 月 25 日                                   

 

 

・市の木 ヤマザクラ（オオシマザクラを含む＝バラ科） 

ヤマザクラは、春になると新葉とともに白い五弁の花を開き、昔

から和歌などに多く詠まれ、日本人に愛されてきました。かつては

鎌倉の山にもたくさんあり、薪・炭材として使われていました。今

も山のあちこちに残っていて春になるとみごとな花が楽しめます。 

 

 

 

 

 

・市の花 リンドウ（リンドウ科） 

リンドウは、秋になるとひっそりと紫の花をつけます。やや乾い

た山地や草地に生える多年草で、葉はササに似て対生します。リン

ドウの葉と花を図案化した「ササリンドウ」が鎌倉市の市章になっ

ています。 

 

 

 

平和都市宣言・鎌倉市民憲章・市の木市の花 

ヤマザクラ 

リンドウ 
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※「Ⅰ 緑の基本計画の概要」は、鎌倉市緑の基本計画(令和 4 年改定版)の概要に施策の進展を反映させる等した上で掲

載したもので、｢地域制緑地等の指定目標｣「施設緑地の整備目標」｢緑の基本計画がめざす緑地指定等の方針図｣は策定

後の施策の進展等に応じて更新しています。なお、同計画は、行政資料コーナーで頒布しているほか、市内各図書館、

みどり公園課ホームページでご覧になれます。 
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Ⅰ 緑の基本計画の概要  

１． 緑の基本計画の概要 



 

 3 鎌倉市のみどり 令和６年度版 

（１） 計画の位置づけ 

1）緑の基本計画とは 

「緑の基本計画」は、都市緑地法第４条に基づき、市町村が中長期的観点に立って緑地の適正な保全や緑

化の推進等を総合的・計画的に推進するために策定する計画です。 

2）計画の位置づけ 

本計画は、鎌倉市総合計画に掲げる将来都市像を実現するための緑のまちづくりの共通目標・指針とな

るもので、上位計画や関連計画との関係は次のように示されます。 

本市では、緑の基本計画に基づく毎年の取組の状況を「鎌倉市緑政審議会」に報告した上で、「鎌倉市の

みどり（緑の基本計画推進の取り組み）」で公表し、進行管理に活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 計画期間・計画フレーム 

1)計画期間 

❍令和 4 年(2022 年)～23年(2041 年)までの 20年間とし、中間年次を令和 13年(2031 年)としま

す。 

2)計画対象区域 

❍本市の全域(約 3,966ha)を計画対象区域とします。(国土地理院が公表した令和３年 10 月 1 日時点での面積（㎢）を

都市計画的な表記（約 ha）にしています。) 

3)計画対象人口 

❍20年後の計画対象人口を約 156,000人(2040年の目標人口を採用)と設定しています。 

 

  

鎌倉市緑の保全

及び創造に関す

る条例 

 

条例に基づ

いて定める 

目標更新、施策内容・方針の 

修整に反映 
鎌倉市のみどり 

鎌倉市緑政審議会 

諮問 答申 

【主要法令】 

・都市緑地法 

・都市公園法 

・生産緑地法 等 

 

鎌倉

市 

緑の

基本

計画 

【関連計画】 

・第３期環境基本計画 

・景観計画 

・歴史的風致維持向上計画 

・第３期観光基本計画 

・地域防災計画 

・社会基盤施設マネジメント計画 

・地球温暖化対策地域実行計画 

・農業振興ビジョン 

・気候非常事態宣言 等 

【広域緑地計画】 

・かながわ生物多様性計画 

【主要関連計画】 

・都市マスタープラン 

・立地適正化計画 

【上位計画】 

第３次鎌倉市総合計画(基本構想・基本計画・実施計画) 

 

鎌倉市 

緑の基本計画 

緑地の保全・都市公園等の整備・緑化の推進・連携の推進に係る施策 

指針となる 取組の成果のまとめ・公表 

SDGs 
(持続可能な開発目標) 
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（1） 都市特性 
（1）人口約 17万人の都市 

（2）緑豊かな住宅都市としての土地利用 

（3）豊かな自然をもつ 

（4）多面性を有する都市構造 

（5）古都の歴史的風土 

（6）豊かな自然と魅力ある景観 

（7）日本有数の観光都市 

（2） 緑が有する７つの機能 

本計画では、緑が持つ諸機能を、グリーンインフラとしてどのように活かしていくかという観点で、緑のあり

方を検討しています。 

  ２ 安全安心をもたらたす 

岩瀬下関防災公園 

鎌倉広町緑地 

火災の延焼を遅延・防止する他、災害時の避難場

所となります。 

雨水流出量を調整し土砂災害を防止するなど、防

災・減災に役立ちます。 

５ 交流とふれあいを広げる 

コミュニティ活動、休息、子供の遊び、健康スポー

ツ、自然とのふれあいなど、市民の様々な交流活

動の場となります。 

今泉台六丁目公園 

衣張山(浄明寺) 

若宮大路 

社寺・史跡・遺跡等の歴史的遺産、文化財等は、庭園

や境内地の樹林、周囲の自然的環境などの緑と一体

性を持つことで親和感が増大し、その存在価値が高

くなります。 

緑陰の提供、気温の調節、大気汚染の改善などに

寄与します。 

二酸化炭素を固定・吸収し、地球温暖化の防止や

ヒートアイランド化の緩和に寄与します。 

鎌倉文学館 

天園ハイキングコース 

６ 美しい景観をつくる 

地域固有の美しい風景、良好なまち並み景観を形

成します。新たな都市の魅力を創出し、地域の活

力を高めます。 

特色ある歴史文化や自然景観は、多くの人々を引

き付ける観光資源となります。 

七里ガ浜緑のプロムナード 

潤いのある生活環境の基盤となり、暮らしの快

適性を高めます。 

農地は新鮮な農作物を生み出し、人々の生活を

支えます。 

７ 暮らしを支え豊かにする 

アジサイの鉢植え(大町) 

農地(関谷) 

４ 生き物を育む 

野生生物の生息・生育環境をつくり、生物多様性

保全の基盤を形成します。 

鎌倉中央公園 

１ 歴史文化を守る ３ 環境負荷を和らげる 

２． 都市特性と緑の現況 
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（1） 基本理念 
 
 
 

（2） 緑の将来都市像 

① 緑が都市環境の基盤を形成している都市 
② 緑と歴史文化が融合した都市 
③ 緑による安全安心が保たれている都市 
④ 緑が環境負荷を和らげている都市 
⑤ 緑の中で活発な交流ふれあい活動が広がる都市 
⑥ 身近な生活空間に緑が豊かに存在する都市 
⑦ 多くの市民が緑を育てていく都市 
⑧ 広域的な緑のネットワークの中核をなす都市 

 

（3） めざす緑の方向性  -グリーンインフラの考え方- 

 「グリーンインフラ」とは、自然環境が有する多様な機能を活用して、様々な社会課題を解決し、持続
可能で魅力ある都市・地域づくりを進める取組をいいます。本市では、既に、このグリーンインフラの概
念を先取りする形で様々な取組を行ってきていますが、この方向性に沿ってさらに前進し、緑の将来都
市像の実現を目指します。 

 
＜１＞流域で考える 
＜２＞緑をつなぐ  

1 様々な施設に緑を取り入れます。 2 水と緑のネットワークを作ります。 
＜3＞緑を活かす 

自然のもつ多様な機能を活かします。 
＜４＞みんなで取り組む 

多様な主体が連携し、緑のまちづくりを進めます。  

「山と海の自然と人・歴史が共生する鎌倉」 

 

 ３．  めざす緑の方向性 
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（１） 緑の将来都市像の実現に向けた方針 

  

 ４．  緑の将来都市像の実現のための方針 

自然と共生してきた歴史文化を次世代に継承します。 

日本を代表する古都の歴史的風土を構成する緑を、一体的に保存します。また、地域の歴史的遺産、文化財等に

も目を向けて、歴史文化と緑の融合が感じられる環境を広げます。 

1) 歴史文化を守る緑 

■ 古都の歴史的風土を構成する樹林地を一体的に保存し、継承します 
■ 歴史文化とのふれあいの場の保全・活用を図ります 
■ 市域に分布する歴史文化資源と結びついた緑を保全・活用します 
■ 歴史文化の緑を支える連携を推進します 

２) 安全安心をもたらす緑 

■ 延焼防止機能を有する緑を保全・創造します 
■ 災害時の避難場所となる緑・オープンスペースを確保します 
■ 緑・オープンスペースの洪水調整機能を高めます 
■ 土砂災害の発生防止につながる緑を保全し、管理します 

大規模地震の発生に伴う市街地火災・津波被害や気象災害の激甚化に伴う土砂災害の発生が予測される中で、

様々な災害の防止や減災につながる緑を適切に保全し管理します。 

脱炭素まちづくりに向けた樹林地の二酸化炭素の吸収・固定機能の向上など、都市の環境負荷低減につながる

緑を保全・創出し管理します。 

■ 環境機能の向上に繋がる緑を保全します 
■ 環境負荷の低減につながる市街地の緑を保全・創出します 
■ 環境を支える連携を推進します 

３) 環境負荷を和らげる緑 

生物多様性を保全するためには、生物の種の多様性が確保される緑の環境を維持するとともに、生態系の多様

性が維持されるよう、様々な水・緑の空間をつなげて生態系ネットワークを形成していくことが重要です。この視

点に立って、流域ごとの「種の地域性」にも配慮した生き物を育む水と緑を保全し、連続性を高めて在来種の保全

に繋げます。 

4) 生き物を育む緑 

■ 生態系ネットワークの骨格をつくる山・川・海浜の自然環境を保全します 
■ 身近な生物と重要性の高い動植物の生息・生育地となる緑を保全します 
■ 生き物を育む緑を支える連携を推進します 
■ 自然観察の場の充実を図ります 
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身近な生活空間や市域の様々な場所で、市民のより活発な交流促進やレクリエーション活動が展開されるよ

う、市民要望を取り入れた公園づくりや管理を進めます。 

また、市民や来訪者が歴史文化や美しい景観とふれあい、自然的環境の中でのレクリエーション活動等が楽し

める場を提供します。 

５) 交流とふれあいを広げる緑 

■ 利用の促進や価値の向上につながる公園や緑地の質の向上を進めます 
■ 個性ある公園づくりを進めます 
■ 歴史文化や美しい自然・景観とのふれあいの場を増やします 
■ 楽しく歩ける道のネットワークを形成します 
■ 交流とふれあいの緑を支える連携を推進します 
 

鎌倉市景観計画に示す景観形成の基本方針等を踏まえて、本市の景観を特色づける緑を大切に保全すると

ともに、各地域の特色ある景観を創り出している緑を保全・創出し、地域の魅力を高めます。 

６) 美しい景観をつくる緑 

■ 鎌倉を特色づける山・海の自然景観の緑を保全・継承します 
■ 地域の個性や魅力の向上につながる緑を保全・創出します 
■ 新しいまちの魅力を高める緑を整備・創出します 
■ かまくら景観百選に選定されている水・緑の景観を保全・活用します 
■ 景観をつくる緑を支える連携を推進します 

生活の身近な場所での、「暮らしの快適性を高める緑」、「身近な生き物とふれあえる緑」、「交流や散策・休養・ま

ち歩きを楽しむ緑」、「まちの魅力を高める緑」などを、市街地の立地や土地利用に合わせて保全・創出し、生活と

結びついたまちの緑の充実とネットワーク形成を図ります。 

 

7) 暮らしを支え豊かにする緑 

■ 身近な生活空間の緑を増やし、緑の連続性を高めます 
■ 道路・河川・公共施設等の社会インフラ施設の緑を増やし、緑の連続性を高めます 
■ 暮らしの緑を支える連携を推進します 
 

谷戸の住宅地(衣張山 浄明寺) 社寺の背景となる緑地(半僧坊 山ノ内) 
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（2） 保全・整備・緑化・連携の施策 

  

1 ) 緑地の保全 

図 緑の保全方針図 

2) 都市公園等の整備 

 

図 都市公園等の整備方針図 
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３) 緑化の推進 

 

図 緑化推進の方針図 

4) 連携の推進 

図 連携推進の方針図 
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■全ての緑の対象化 
本市の緑の環境を構成する丘陵樹林地、市街地の緑、海岸線、都市公園・道路・河川における全ての緑を対象とし

ます。 

■目標・視点の共通化 
それぞれの緑を個別の視点で見るのではなく、都市資産として共通の目標・視点に立った保全・整備・創造と管理・

運営を行います。 

■効率性・透明性の確保 
効率性、透明性を確保するため、市民・土地所有者・市民団体・事業者・行政等の連携を基本とします。 

■明確な目標設定 
明確な目標を設定し、PDCAサイクルの考え方を取り入れた事業管理を行います。 

■データ・情報通信技術の活用 
地理情報や各種調査結果を集積・分析し、緑政審議会の意見を聴きながら、データに裏付けされた施策展開を図っ

ていきます。 

■持続可能な運営体制 
緑地保全基金の着実な運用や、ボランティア体制の整備など、災害等、突発的な事態にも強い運営体制の構築を

図ります。 

■市民 
緑への理解を深めると共に、住宅敷地の緑化や緑のまちづくりのための様々な活動に参加する。 

■事業者 
事業所敷地内の緑化に取り組むほか、社会貢献の一環として緑の保全や緑化に関する活動等を企画・参加・支援す

る。 

民間企業等のノウハウを活かした環境ビジネスを通じて、緑のまちづくりに貢献する。 

■行政 
国県や、他の自治体と連携し、緑の将来像の実現に向けた各種施策を着実に推進する。 

市民や事業者の緑のまちづくり活動への参加について支援する。 

緑に関する調査や情報提供を積極的に行う。 

 ５．  計画の実現に向けた考え方、施策と制度・事業の体系 

（1） グリーン・マネジメント 

本計画の施策展開の柱とする、PDCAサイクルを取り入れた計画の進行管理の考え方です。 
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①保全すべき緑地の確保、都市公園等の整備  

②民有地の緑化の支援 

③多様な主体との連携による身近な緑の保全及び緑化 

［計画指標］ 

❍緑地の保全が確実に担保されている、地域制緑地の指定を進めます。 

❍市民等が利用する公園等の整備を進めます。 

❍まち並みのみどりの奨励事業により民有地の緑化を支援します。 

①土地所有者の維持管理支援の強化  

②間伐などの積極的な手入れによる緑の機能の向上 

③質の高い緑地空間の創出 

［計画指標］ 

❍市有緑地は、緑地維持管理計画に沿って災害リスクの高い緑地での危険木等の

伐採を行います。 

❍民有緑地維持管理助成事業を進め、適正な維持管理が行われている樹林地を

増やします。 

①緑地の維持管理の担い手の育成 

②緑とオープンスペースの積極的活用 

③多様な主体との連携 

［計画指標］ 

❍市民が主体となる緑の取り組みを支援します。 

❍都市公園の老朽化等に対応し、機能の見直しや施設の更新を行います。 

  （２） リーディング・プロジェクト 

計画を実現する上で特に重要と思われるテーマを設定し、重点的に実施していくものです。 

 

1 緑の質の向上 

－災害に強い安全なまちづくりと環境負荷の低減を目指して－ 

２ 緑のネットワークの形成 

－豊かな市街地環境をつくる緑－ 

３ 多様な連携と資源の利活用 

－共生の実現－ 
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グリーン・マネジメントによる緑の将来都市像の実現に向けた取組を通じて、この計画指標の数値

を上向きに推移させていくことを目指します。 

計画指標は、令和 3年度(2021年度)の実績値を基準値として、年度ごとの推移を取りまとめ、グリ

ーン・マネジメントに反映します。 

 

 

 

 

❍市有緑地は、緑地維持管理計画に沿って災害リスクの高い緑地での危険木等の伐採を行います。 

計画指標 危険木の伐採、枝払いの本数 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

19 本 21 本 24 本   ↑ 

〈コメント〉  市有緑地については、住民要望に対応するほか、鎌倉市緑地維持管理計画に

沿って、危険木の伐採や枝払いなどの維持管理を進めている。伐採等を実施した本数はわずか

ではあるものの増加傾向にある。危険木が増えた理由は様々あると考えるが、3 箇年分の実績

から、今後も増加傾向が続くものと想定し、予算措置等も含めて対応を検討していきたい。 

 

❍民有緑地維持管理助成事業を進め、適正な維持管理が行われている樹林地を増やします。 

計画指標 適正な維持管理が行われた樹林地の面積(竹林を含む) 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

(面積)約 50.0ha 約 16.0ha 約 28.0ha   ↓ 

(申請件数)79件 59 件 85 件   ↑ 

〈コメント〉  指標とした樹林地の面積は、民有緑地維持管理助成事業の申請対象とされた

筆面積の合計値とした。令和 3 年度と比較した場合、令和 5 年度では面積は減少しているもの

の、利用件数は増加している。この数値からは１件当たりの面積が縮小しているように見える

が、筆面積と実作業面積とに乖離が見受けられるため、実際は集計データほどの面積の縮小は

見受けられない。そのため、今後は、筆面積の合計値ではなく、実作業面積による集計とする

ような指標設定の再検討をすすめる。 

また、本事業については、森林環境譲与税などの財源を十分に確保しながら、制度周知に努め

ていきたい。 

 

❍緑地を保全することにより、二酸化炭素の吸収源を確保します。 

計画指標 

CO2 吸収量 

(緑の基本計画、表 4-1 の②の係数を用いて、歴史的風土特別保存地区、近郊

緑地特別保全地区、特別緑地保全地区の面積から算出する。) 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

1,143.8 トン- CO２ 1,143.8 トン- CO２ 1,143.8 トン- CO２   → 

(計算式)1.54 ﾄﾝ-CO2/ha･年(係数)×742.7ha (係数は国土交通省 低炭素まちづくり実践ハンドブックによる) 

〈コメント〉  実績値である 1,143.8 トン- CO２は約 400 世帯の年間 CO2 排出量に相当する※。 

低炭素まちづくり実践ハンドブックでは、新たに緑の保全施策を講じた場合に CO2 吸収量の

評価対象とするとしている。(仮)植木特別緑地保全地区(約 3.0ha)が、令和 6 年度内に都市計

画決定する見込みであることから、令和 7 年度は約 5 トン- CO２の増加を見込んでいる。今後も、

CO2 吸収源の担保につながる特別緑地保全地区の指定を継続する。 

※令和 2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査(環境省)によると、世帯当たりの年間 CO2排出量は 2.88 ﾄﾝ CO2 となります。 

(1,143.8ｔ/2.88ｔ=約 400世帯) 

鎌倉市は 77,000 世帯あるため、77,000×2.88＝221,760ｔが年間で排出されており、その約 0,5%を地域制緑地が吸収してい

ることになります。 

  

(1)緑の質の向上 －災害に強い安全なまちづくりと環境負荷の低減を目指して－ 

（3） 計画指標 
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❍公園・緑地を整備することにより、二酸化炭素の吸収源を確保します。 

計画指標 

CO2 吸収量 (ﾄﾝ-CO2/ha･年) 

(緑の基本計画、表 4-1 の④の係数を用いる。本市では、街区公園等におけ

る樹木の本数把握が難しいため、風致公園、都市林、都市緑地、市有緑地を

対象とし面積から算出する。) 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

(総面積)239.70ha 249.45ha 249.45ha   ↑ 

前年度比 

(公園整備面積) 
+9.75ha 0ha    

3,770.49 トン- CO２ 3,923.84 トン- CO２ 3,923.84 トン- CO２   ↑ 

前年度比 

(CO2 吸収量) 
+153.35 トン- CO２ 0 トン- CO２    

(計算式)15.73 ﾄﾝ-CO2/ha･年(係数)×252.96ha (係数は国土交通省 低炭素まちづくり実践ハンドブックによる) 

〈コメント〉  実績値の 3,979.06 トン- CO２は約 1,380世帯の年間 CO2 排出量に相当する。※ 

低炭素まちづくり実践ハンドブックでは、新たに緑の保全施策を講じた場合に CO2 吸収量の評

価対象としている。令和 4 年度に山崎･台峯緑地の整備や近郊緑地特別保全地区の買入れを進

めたことにより、評価対象となる CO2 吸収量を増やすことができた。 

今後も、市の財政事情を考慮しながら、緑の基本計画に沿った公園整備を進めていきたい。 

※令和 2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査(環境省)によると、世帯当たりの年間 CO2排出量は 2.88 ﾄﾝ CO2 となります。 

(3,979.06ｔ/2.88ｔ=約 1,380 世帯) 

鎌倉市は 77,000 世帯あるため、77,000×2.88＝221,760ｔが年間で排出されており、その約 2%を市の公園・緑地が吸収して

いることになります。 

 

 

❍緑地の保全が確実に担保されている、地域制緑地の指定を進めます。 

計画指標 
歴史的風土特別保存地区、近郊緑地特別保全地区、特別緑地保全地区の指定面

積の合計 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

約 742.7ha 約 742.7ha 約 742.7ha   → 

〈コメント〉  計画指標となる地域制緑地の面積を増やすことはできなかったが、令和 5 年

度から、特別緑地保全地区指定候補地である植木地区について、都市計画決定に向けた手続き

を進め、令和 6 年度内に都市計画決定する見込みである。 

特別緑地保全地区の追加指定は、緑のネットワーク形成に寄与する。今後も、緑の基本計画に

記載されている指定候補地の指定を進めていきたい。 

 

❍市民等が利用する公園等の整備を進めます。 

計画指標 供用している都市公園、児童遊園、青少年広場等の合計面積 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

約 165.86ha 約 174.33ha 約 181.47ha   ↑ 

〈コメント〉  令和 4 年度に山崎･台峯緑地の供用区域を拡大した。着実に公園等の整備を

進めることは、緑のネットワークの形成に寄与する。今後も、緑の基本計画に記載されている

公園整備を進めていきたい。 

 

  

(2)緑のネットワークの形成 －豊かな市街地環境をつくる緑－ 
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❍まち並みのみどりの奨励事業により民有地の緑化を支援します。 

計画指標 まち並みのみどりの奨励事業による接道緑化延長 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

77.4 ﾒｰﾄﾙ 9.7 ﾒｰﾄﾙ 83.8 ﾒｰﾄﾙ   ↑ 

(申請件数)8 件 2 件 9 件   ↑ 

〈コメント〉  令和 4 年度は、申請件数の減少や申請の取下げの増加により、実績値が低く

なったが、その原因は不明である。しかし、令和 5 年度は、令和 3 年度実績と比較しても増加

しており、3 箇年のデータを通して見ると、増加傾向を示している。 

本制度を知らない市民がまだ多いと考えられるため、市ホームページ･広報･SNSなど様々な

媒体の活用や、機会を捉えて周知に努め、まち並みの緑を増やす取組を継続する。 

 

 

❍市民が主体となる緑の取組を支援します。 

計画指標 
公園・街路樹・市民緑地愛護会、緑のレンジャー、緑の学校の活動件数及び

参加者人数 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

2,138 日 

21,320 人 

5,919 日 

26,335 人 

5,722 日 

25,994 人 
  ↑ 

〈コメント〉  新型コロナウィルス感染拡大の収束に伴い、令和 3 年度と比較して令和 4･5

年度は活動日数･活動人数共に増加している。市の財政状況が厳しい中、緑のレンジャーや、

各愛護会活動は、緑の維持管理の担い手として重要な活動になりつつあるため、今後も継続し

て支援していきたい。 

また、今後、人口減少が見込まれる中でも数値を下げないように、市として市民が主体となる

緑保全の取組を様々な形で支援し、進めていく。 

 

❍都市公園の老朽化等に対応し、機能の見直しや施設の更新を行います。 

計画指標 機能の見直しや施設の更新を図った公園数 

令和 3 年度実績 令和 4 年度実績 令和 5 年度実績 令和 6 年度実績 令和 7 年度実績 動向(↑→↓) 

9 箇所 22 箇所 22 箇所   ↑ 

〈コメント〉  市内全域における点検の結果、令和 3 年度までに発見された老朽化した公園

施設(遊具･水飲み･公園灯など)を対象に、令和 4 年度から撤去･更新を進めた。また、新設す

る遊具についてはアンケートを実施するなどにより、ニーズを把握しながら選定した。 

昭和時代の大規模な開発事業に伴い市へ移管された街区公園を中心に、施設の老朽化が顕著に

現れ始めており、公園施設長寿命化計画を根拠に更新を進めていく予定である。 

しかし、遊具の更新には時間を要するため、市民の方から「早く使えるようにしてほしい」な

どの要望を受けていることも事実である。 

平成 30 年から 1 年に一回の遊具の法定点検が義務となっており、不具合を放置することなく

効率的に更新を進めていく。令和 6 年度についても、同規模の更新を予定している。 

 

  

（3)多様な連携と資源の利活用 －共生の実現－ 
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【今後の計画指標について】 

 

令和 4 年の緑の基本計画改定の際に設定した計画指標については、毎年作成する「鎌倉市のみどり」にお

いて鎌倉市緑政審議会で審議のうえで評価していきます。 

各指標に対して審議会の意見を踏まえた市の考え方の記載を継続し、新たな技術や知見も踏まえながら、

次の緑の基本計画見直しに反映させる考えです。 

 

［鎌倉市緑政審議会(令和 6 年 10 月 29 日)における意見］ 

○目標値についての意見 

・計画指標には、目標値があった方が良いのではないか。 

・例えば、危険木の伐採などは、母数となる危険木全体の本数が分かって、それに対応した数量を％で

表示することはできるか。未対応のものが減っていけば、進捗が分かりやすい。 

・目標値については、決められるものもあれば、決められないものもある。(ボランティア参加者は多け

れば多いほどいい、など) 

・生物多様性、種の多様性は明文化されていないが、目標値としにくい側面もある。 

 

○設定した指標に関する意見 

・グリーンインフラとしての機能、雨水貯留・雨水浸透・公園 DX、ボランティアマッチングなどの観点

も考えられる。 

・公園整備に対する計画指標は、公園へのアクセス性(500ｍ圏内に公園がある市民の割合など)を用いて

はどうか。 

・緑の暑熱削減効果が現在の緑の基本計画の評価項目には無いが、以前より重要視されてきている。 

・接道緑化の延長は、助成事業による増加は数値がでるが、開発行為等により減少した数値が計量でき

ないという課題がある。 

・若い樹木は CO2 を吸収するので、古い木を切って新しい樹木を植えることを計画指標とできないだろ

うか。 
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（1）地域制緑地等の指定目標 

■地域制緑地等の指定目標※ 

種 別 
面積(約 ha) 

現況 計画策定時 計画改定時 

令和 6年 3月 
(2024年) 

平成 7年 
(1995年) 

令和 4年 
(2022年) 

市 街 化 区 域 都市計画区域 市 街 化 区 域 都市計画区域 市 街 化 区 域 都市計画区域 

歴史的風土保

存区域 

箇所数 

面積 

5 

176 

5 

989 

5 

161.9 

5 

956 

5 

176 

5 

989 

備考   市街化区域は GIS 計測値

(逗子市分約 6.8ha を含

む) 

歴史的風土特

別保存地区 

箇所数 

面積 

－ 

－ 

13 

573.6 

－ 

－ 

13 

570.6 

－ 

－ 

13 

573.6 

備考   約201.5haの指定拡大を

要請 

近郊緑地保全

区域 

箇所数 

面積 

1 

26 

1 

294 

1 

26 

1 

243 

1 

26 

1 

294 

備考   市街化区域は GIS計測値 

近郊緑地特別

保全地区 

箇所数 

面積 

－ 

－ 

1 

131 

－ 

－ 

0 

0 

－ 

－ 

1 

131 

備考    

風致地区 

箇所数 

面積 

1 

1,095.6 

1 

2,194 

1 

1,095.6 

1 

2,185 

1 

1,095.6 

1 

2,194 

備考    

特別緑地保全

地区 

箇所数 

面積 

10 

41.5 

11 

49.4 

0 

0 

0 

0 

10 

41.5 

11 

49.4 

備考   GIS 計測値 市街化調整区

域 ： 城 廻 地 区 の 一 部

(3.3ha)＋梶原五丁目地

区(4.6ha)＝7.9ha 

緑地保全地域 
箇所数 

面積 

      

保安林 
面積 2.8 171 2.8 171 2.8 171 

備考    

農用地区域 
箇所数 

面積 

－ 

－ 

1 

46.9 

－ 

－ 

1 

46.9 

－ 

－ 

1 

46.9 

生産緑地地区 
箇所数 

面積 

121 

15.4 

121 

15.4 

149 

18.1 

149 

18.1 

135 

17.1 

135 

17.1 

 
特定生産

緑地地区 

箇所数 

面積 

100 

12.9   

100 

12.9 

  － 

－ 

－ 

－ 

緑地保全推進

地区 

箇所数 

面積 

6 

15.3 

7 

36.4 

  6 

15.3 

7 

36.4 

備考   市街化区域は GIS計測・つ

なぎ策であるため法制度適

用後に指定解除の方針 

保存樹林 
面積  231.16 3.9 364.10 3.9 241.50 

備考    

  

６． 緑地指定等の目標のまとめ 

※数値目標は、概ねの数値です。歴史的風土特別保存地区等、国、県が指定するものについては、目標数値を記載していませんが、令和

3年度末現在、既に国または県により指定されているものについては、目標数値を掲載しました。 

鎌倉市緑の基本計画の施策展開の柱としている「グリーン・マネジメント」の考え方に基づき、令和 4年 3月末までの緑地指定等の進

展等に応じた数値の更新をしています。 
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種 別 
面積(約 ha) 

中間年次 目標年次  
将来都市像 令和 13年 

(2031年) 
令和 23年 
(2041年) 

市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 

歴史的風土保

存区域 

箇所数 

面積 

5 

176 

5 

989 

5 

176 

5 

989 

5 

176 

5 

989 

備考 市街化区域はGIS計測値(逗子市分約 6.8haを含む) 

歴史的風土特

別保存地区 

箇所数 

面積 

－ 

－ 

13 

775.1 

－ 

－ 

13 

775.1 

－ 

－ 

13 

775.1 

備考 約 201.5haの指定拡大を要請 

近郊緑地保全

区域 

箇所数 

面積 

1 

26 

1 

294 

1 

26 

1 

294 

1 

26 

1 

294 

備考 市街化区域はGIS計測値 

近郊緑地特別

保全地区 

箇所数 

面積 

－ 

－ 

1 

131 

－ 

－ 

1 

131 

－ 

－ 

1 

131 

備考  

風致地区 

箇所数 

面積 

1 

1,095.6 

1 

2,194 

1 

1,095.6 

1 

2,194 

1 

1,266.1 

1 

2,364.5 

備考  

特別緑地保全

地区 

箇所数 

面積 

11 

45.3 

12 

53.2 

11 

45.3 

12 

53.2 

17 

86.4 

18 

94.3 

備考 植木（3.8ha） 令和 3 年度末既指定面積

(49.4ha)＋指定候補地面

積(44.9ha)＝94.3ha 

緑地保全地域 
箇所数 

面積 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

保安林 
面積 2.8 171 2.8 171 － － 

備考    

農用地区域 
箇所数 

面積 

－ 

－ 

1 

46.9 

－ 

－ 

1 

46.9 

－ 

－ 

1 

46.9 

生産緑地地区 
箇所数 

面積 

136 

17.1 

136 

17.1 

136 

17.1 

136 

17.1 

136 

17.1 

136 

17.1 

 
特定生産

緑地地区 

箇所数 

面積 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

緑地保全推進

地区 

箇所数 

面積 

6 

15.3 

7 

36.4 

6 

15.3 

7 

36.4 

0 

0 

0 

0 

備考 市街化区域はGIS計測・つなぎ策であるため法制度適用後に指定解除の方針 

保存樹林 
面積 3.9 241.5 3.9 241.5 － － 

備考    
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(２) 施設緑地の整備目標 

■施設緑地の整備目標※  

種別 
面積(約 ha) 

現況 計画策定時 計画改定時 

令和 6年 3月(2024年) 平成 7年(1995年) 令和 4年(2022年) 

市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 

街区公園 

箇所数 
面積 

㎡/人 

234   
20.9 

1.2 

237   
21.7 

1.3 

162  
16.0 

0.9 

165  
18.0 

1.1 

232  
20.8 

1.2 

235  
21.6 

1.3 

備考    

近隣公園 

箇所数 
面積 
㎡/人 

2  
1.4 
0.1 

2  
1.4 
0.1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2  
1.4 
0.1 

2  
1.4 
0.1 

備考 岩瀬下関防災公園 0.9ha、笛田一丁目公
園 0.5ha 

  岩瀬下関防災公園 0.9ha、笛田一丁目
公園 0.5ha 

地区公園 

箇所数 
面積 
㎡/人 

1  
5.9 
0.3 

2  
15.4 
0.9 

1  
1.9 
0.1 

2  
11.4 
0.7 

1  
5.9 
0.3 

2  
15.4 
0.9 

備考 源氏山公園(9.5ha)調整 9.5ha、笛田公
園(5.9ha) 

  源氏山公園(9.5ha)調整9.5ha、笛田
公園(5.9ha) 

総合公園 

箇所数 
面積 
㎡/人 

1 
4.3 
0.3 

1 
7.0 
0.4 

1  
5.0 
0.3 

1  
7.0 
0.4 

1  
4.3 
0.3 

1  
7.0 
0.4 

備考      

運動公園 

箇所数 

面積 
㎡／人 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

基幹公園
計 

箇所数 
面積 

㎡/人 

238   
32.7 

1.9 

242   
45.5 

2.7 

164  
22.9 

1.3 

168  
36.4 

2.1 

236  
32.4 

1.9 

240  
45.4 

2.7 

風致公園 

箇所数 

面積 
㎡/人 

3   

58.0 
3.4 

5   

77.5 
4.6 

0 

0 
0 

1  

12.9 
0.8 

2  

58.1 
3.4 

4  

77.6 
4.5 

備考 

散 在 ガ 池 森 林 公 園 12.9ha 調 整
12.9ha 鎌倉中央公園 24.6ha 夫婦池
公園 6.6ha 調整 6.6ha 六国見山森林
公園 6.9ha 山崎・台峯緑地（風致公園）
26.5ha 

散在ガ池森林公園 
12.9ha 調整 12.9ha 

散在ガ池森林公園 12.9ha 調整 12.9ha 
鎌倉中央公園 51.2ha 夫婦池公園 6.6ha
調整 6.6ha 六国見山森林公園 6.9ha 

歴史公園 

箇所数 
面積 
㎡/人 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

備考 

   

  

都市 

緑地 

箇所数 
面積 

㎡/人 

8  
5.1 

0.3 

8  
7.2 

0.4 

6  
4.1 

0.2 

6  
6.2 

0.4 

7  
4.8 

0.3 

7  
6.9 

0.4 

備考 

浄明寺緑地 4.24ha調整 2.1ha手広 1-1号
緑地0.01ha 手広 1-2号緑地0.02ha 津 1
号緑地 0.95ha 津 2-2号緑地 0.01ha山ノ
内西瓜ヶ谷緑地 1.4ha 山ノ内東瓜ヶ谷緑地
0.3ha 山ノ内宮下小路緑地 0.3ha 

浄明寺緑地 4.24ha 調整 2.1ha 手広 1-
1 号緑地 0.01ha 手広 1-2 号緑地
0.02ha 津 1 号緑地 0.95ha 津 2-2号
緑地 0.01ha 津 2-1号緑地(H27.4.1鎌
倉広町緑地に編入)0.96ha 

浄明寺緑地 4.24ha調整 2.1ha手広 1-1
号緑地0.01ha 手広 1-2号緑地0.02ha 
津 1 号緑地 0.95ha 津 2-2 号緑地
0.01ha山ノ内西瓜ヶ谷緑地1.4ha山ノ内
東瓜ヶ谷緑地 0.3ha 

都市林 

箇所数 
面積 
㎡/人 

1  
45.4 

2.7 

1  
48.0 

2.8 

  1  
45.4 

2.7 

1  
48.0 

2.8 

備考    鎌倉広町緑地 48.0 

都市公園

合計 

箇所数 
面積 
㎡/人 

250   
141.0 

8.3 

256   
178.2 

10.5 

170  
27.0 

1.5 

175  
55.5 

3.2 

246  
140.7 

8.2 

252  
177.9 

10.4 

児童遊園等 

箇所数 
面積 

㎡/人 

28   
3.4 

0.2 

27   
3.3 

0.2 

43  
8.7 

0.5 

46  
8.8 

0.5 

32  
3.7 

0.2 

32  
3.7 

0.2 

施設緑地 

合計 

箇所数 
面積 
㎡/人 

278   
144.4 

8.5 

283   
181.5 
10.7 

213  
35.7 

2.1 

221  
64.3 

3.8 

278  
144.4 

8.5 

284  
181.6 
10.6 

 

1人当たりの面積は、人口規模を平成 7年（1995年）は 17.0万人、令和3年(2021年)に 17.1万人､令和 12年(2030年)に 16.3

万人､令和 22 年(2040 年)に 15.7 万人で設定しています。なお、ここで用いる将来人口推計の数値は、平成 30 年度に実施した簡易

人口推計(2019年.3月 18日時点)の数値で、平成 27年(2015年)から平成29年（2017年）の人口増減をベースに、社会移動が収

束していくと見込んだトレンド推計です。令和６年 3月は 17.1万人としています。 
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種別 
面積(約 ha) 

中間年次 

令和 13年(2031年) 

目標年次 

令和 23年(2041年) 

将来都市像 

市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域 

街区公園 

箇所数 
面積 

㎡/人 

233  
20.9 

1.3 

236  
21.7 

1.3 

233  
20.9 

1.3 

236  
21.7 

1.4 

233  
20.9 

 

236  
21.7 

 

備考 未供用部分の供用開始 

近隣公園 

箇所数 
面積 
㎡/人 

2  
1.4 
0.1 

2  
1.4 
0.1 

2  
1.4 
0.1 

2  
1.4 
0.1 

2  
1.4 

 

2  
1.4 

 

備考 岩瀬下関防災公園 0.9ha、笛田一丁目公園 0.5ha 

地区公園 

箇所数 
面積 

㎡/人 

1  
5.9 

0.4 

2  
15.4 

0.9 

1  
5.9 

0.4 

2  
15.4 

1.0 

1  
5.9 

 

3  
18.3 

 

備考 源氏山公園(9.5ha)調整 9.5ha、笛田公園(5.9ha) 
( 仮 称 ) 関 谷 公 園 (2.9ha) 調 整
2.9ha(GIS計測) 

総合公園 

箇所数 
面積 

㎡/人 

1   
6.6 

0.3 

1   
28.2 

0.4 

1   
6.6 

0.3 

1   
28.2 

0.4 

1  
6.6 

 

1  
28.2 

 

備考 未供用部分の供用開始  

運動公園 
箇所数 
面積 
㎡／人 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

 

0 
0 

 

基幹公園
計 

箇所数 
面積 

㎡/人 

237  
34.8 

2.1 

241  
66.7 

4.1 

237  
34.8 

2.2 

241  
66.7 

4.2 

237  
34.8 

 

242  
69.6 

 

風致公園 

箇所数 
面積 
㎡/人 

2  
58.1 
3.6 

4  
77.6 

4.8 

2  
58.1 
3.7 

4  
77.6 

4.9 

4  
58.6 

 

6  
103.3 

 

備考 
散在ガ池森林公園 12.9ha 調整 12.9ha 鎌倉中央公園 24.6ha 夫婦池公園 7.7ha 調整
7.7ha 六国見山森林公園 6.9ha 山崎・台峯緑地（風致公園）26.5ha 

散在ガ池森林公園 32.3ha 調整 32.3ha 鎌倉中
央公園 24.6ha 夫婦池公園 7.7ha 調整 7.7ha
六国見山森林公園 6.9ha (仮称)華頂宮公園
0.5ha (仮称 )扇湖山荘公園 4.7ha 調整
4.7ha(GIS 計測)  山崎・台峯緑地（風致公
園）26.5ha 

歴史公園 

箇所数 
面積 

㎡/人 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2 
1.0 

 

3 
21.3 

 

備考   

(仮称)永福寺公園 8.7ha 調整 8.7ha(仮称)北
条氏常盤亭公園 11.5ha調整 10.6ha御谷公園
1.1ha調整 1.0ha(GIS計測) 

都市緑地 

箇所数 
面積 
㎡/人 

9  
14.0 
0.9 

9  
16.1 
1.0 

9  
14.0 
0.9 

9 
16.1 
1.0 

10 
20.3 

 

10 
29.4 

 

備考 
浄明寺緑地 4.24ha 調整 2.1ha 手広 1-1 号緑地 0.01ha 手広 1-2 号緑地 0.02ha 津 1
号緑地 0.95ha 津 2-2 号緑地 0.01ha 山ノ内西瓜ヶ谷緑地 1.4ha 山ノ内東瓜ヶ谷緑地
0.3ha 山崎・台峯緑地 8.6ha 山ノ内宮下小路緑地 0.3ha 

浄明寺緑地 13.4ha 調整9.0ha手広 1-1
号緑地 0.01ha 手広 1-2号緑地 0.02ha 
津 1 号緑地 0.95ha 津 2-2 号緑地
0.01ha (仮称)腰越2号緑地4.0ha (GIS
計測)、山ノ内西瓜ヶ谷緑地 1.4ha､山ノ内
東瓜ヶ谷緑地 0.4ha 、山崎・台峯緑地
8.6ha山ノ内宮下小路緑地 0.3ha 

都市林 

箇所数 

面積 
㎡/人 

1 

45.4 
2.8 

1 

48.1 
3.0 

1 

45.4 
2.9 

1 

48.1 
3.1 

1 

45.4 
2.9 

1 

48.1 
3.1 

備考 鎌倉広町緑地 48.1 

都市公園
合計 

箇所数 

面積 
㎡/人 

249 

152.3 
9.3 

255 

208.5 
12.8 

249 

152.3 
9.7 

255 

208.5 
13.3 

254 

160.1 
 

262 

271.7 
 

児童遊園等 

箇所数 
面積 

㎡/人 

32 
3.7 

0.2 

32 
3.7 

0.2 

32 
3.7 

0.2 

32 
3.7 

0.2 

32 
3.7 

 

32 
3.7 

 

施設緑地 
合計 

箇所数 

面積 
㎡/人 

281 

156.0 
9.6 

287 

212.2 
13.0 

281 

156.0 
9.9 

287 

212.2 
13.5 

286 

163.8 
 

294 

275.4 
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（３）緑の基本計画がめざす緑地指定等の方針図※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○流域を踏まえた地域の概念 

緑の基本計画では、これまでの緑の基本計画に基づく実績、鎌

倉市の規模、水系の位置・規模、緑地規模、施策の内容などか

ら、市域を 6地域に分けて把握して、計画の実現に取り組む方

針を示しています。 

※ 鎌倉市緑の基本計画の施策展開の柱としている「グリーン・マネジメント」の考え方に基づき、令和４年３月末までの緑地指定等の進

展等に応じた更新をしています。 
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■鎌倉市緑の基本計画に基づく実績(令和 3年度末) 

緑の基本計画を当初策定した平成 8 年以来、この計画に基づき、多

くの緑地指定等を実現してきました。 
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[コラム 30BY30目標について] 

 

2022 年 12 月、生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）が開催されました。 

そこで、採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」では、2030 年までのミッションと

して、 

自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め 

反転させるための緊急の行動をとる 

とされました。 

 

また、2030 年ターゲットとして、23 項目が掲げられており、そのうちの一つに「30BY30」があり

ます。 

この「30by30（サーティ・バイ・サーティ）目標」とは、 

 

2030年までに、陸と海の 30％以上を 

健全な生態系として効果的に保全しよう 

という目標です 

 

30by30 目標は、国立公園などの保護地域の拡張と管理の質の向上だけでなく、保護地域以外で生

物多様性保全に資する地域（OECM：Other Effective area-based Conservation Measures）の設

定・管理を通して達成していくことになります。 

目標達成のためには、国や自治体の取組を推進することに加え、民間の取組等によって生物多様

性の保全が図られている区域を広げていくことも重要です。 

 

 

 

[参考:環境省 https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/] 


